
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

人
事
委
員
会
規
則

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

職
員
の
住
居
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

〇
人
事
委
員
会
規
則

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
二
千
五
百
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
、
「
四
千
五
百
円
」
を
「
四
千
二
百
円
」
に
、

「
七
千
円
」
を
「
六
千
七
百
円
」
に
、
「
九
千
七
百
円
」
を
「
九
千
四
百
円
」
に
、
「
一
万
三
千
二
百
円
」

を
「
一
万
二
千
九
百
円
」
に
、
「
一
万
六
千
五
百
円
」
を
「
一
万
六
千
二
百
円
」
に
、
「
二
万
百
円
」
を

「
一
万
九
千
八
百
円
」
に
、
「
二
万
三
千
二
百
円
」
を
「
二
万
二
千
九
百
円
」
に
、
「
二
万
六
千
百
円
」
を

「
二
万
五
千
八
百
円
」
に
、
「
二
万
八
千
六
百
円
」
を
「
二
万
八
千
三
百
円
」
に
、
「
三
万
千
円
」
を
「
三

万
七
百
円
」
に
、
「
三
万
四
千
二
百
円
」
を
「
三
万
三
千
八
百
円
」
に
、
「
三
万
七
千
三
百
円
」
を
「
三
万

六
千
九
百
円
」
に
、
「
四
万
六
百
円
」
を
「
四
万
二
百
円
」
に
、
「
四
万
四
千
七
百
円
」
を
「
四
万
四
千
三

百
円
」
に
、
「
四
万
八
千
五
百
円
」
を
「
四
万
八
千
二
百
円
」
に
、
「
五
万
千
五
百
円
」
を
「
五
万
千
二
百

円
」
に
、
「
五
万
四
千
五
百
円
」
を
「
五
万
四
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
十
号
中
「
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
「
日
が
九
十
日
」
を

「
期
間
が
三
十
日
」
に
、
「
期
間
」
を
「
全
期
間
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
及
び
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
介
護
時
間
に
よ
り
勤
務
し
な
か
つ
た
期
間
が
三
十
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
勤
務
し

な
か
つ
た
全
期
間

第
十
四
条
第
一
号
中
「
百
分
の
百
八
十
」
を
「
百
分
の
百
七
十
」
に
、
「
百
分
の
二
百
二
十
」
を
「
百
分

の
二
百
十
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
百
分
の
八
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
五
」
を

「
百
分
の
百
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
イ
の
表
の
教
育
職
給
料
表
㈠
の
部
の
教
諭

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

講
師
（
任
用
の
期
限

を
付
さ
な
い
講
師
に
限
る
。
）
の
項
中
「２

級
１１０号

給

」
を
「２

級
１０９号

給

」
に
、
「２

級
１０９号

給

」

を
「２

級
１０８号

給

」
に
改
め
、
同
部
の
講
師

助
教
諭

養
護
助
教
諭

実
習
助
手

寄
宿
舎
指
導
員
の

項
中
「２

級
１１０号

給

」
を
「２

級
１０９号

給

」
に
、
「２

級
９７号

給

」
を
「２

級
８９号

給

」
に
、
「２

級
１０

９号
給

」
を
「２

級
１０８号

給

」
に
、
「２

級
９６号

給

」
を
「２

級
８８号

給

」
に
改
め
、
同
表
の
教
育
職
給
料

表
㈡
の
部
の
教
諭

養
護
教
諭

栄
養
教
諭

講
師
（
任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
講
師
に
限
る
。
）
の
項
中

「２
級
１２２号

給

」
を
「２

級
１２１号

給

」
に
、
「２

級
１２１号

給

」
を
「２

級
１２０号

給

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

目

次

平
成
二
十
九
年

（ 木 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

二
〇

三
月
三
十
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一



職
員
勤
務
時
間
条
例
第
九
条
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条

例
第
九
条
に
よ
る
休
暇
（
通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
の
期
間

職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
三
条
の
二
又
は
学
校
職
員
勤
務

時
間
条
例
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
介
護
休
暇
の
期
間

職
員
勤
務
時
間
条
例
第
九
条
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条

例
第
九
条
に
よ
る
休
暇
（
通
勤
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
の
期
間

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
二
号
中
「
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
並
び
に
」
を
削
る
。

別
表
第
八
中

「

派
遣
職
員
の
派
遣
の
期
間

を
」

「

職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
三
条
の
二
又
は
学
校
職
員
勤
務

時
間
条
例
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
介
護
休
暇
の
期
間

派
遣
職
員
の
派
遣
の
期
間

に
、

」

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
三
項
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成

二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い

う
。
）
別
表
第
八
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
す

る
。

（
経
過
措
置
）

３

改
正
後
の
規
則
の
別
表
第
八
の
規
定
は
、
適
用
日
以
後
の
介
護
休
暇
の
期
間
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用

日
前
の
介
護
休
暇
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

職
員
の
住
居
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

職
員
の
住
居
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
住
居
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
の
読
替
え
）

４

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
第
二
号
中
「
条

例
第
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
二
十
八
年
大
分
県
条
例
第
四
十
八
号
）
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
条
例
第
十
三
条
第
一
項
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

二


